
新潟市私立幼稚園すこやか補助金交付要綱  

 

（趣旨）  

第１条 この要綱は，幼稚園及び認定こども園における幼児教育を充実させ，幼児のすこ

やかな成長を支援することを目的として，幼稚園及び認定こども園が実施する事業に係

る経費に対し，補助金を交付することについて，新潟市補助金等交付規則（平成１６年

新潟市規則第１９号）に定めるもののほか，必要な事項を定めるものとする。  

（定義）  

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定める

ところによる。  

（１）幼稚園 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する幼稚園（ただ

し，同法第２条第２項に規定する国立学校及び公立学校を除く。）  

（２）認定こども園 就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関

する法律（平成１８年法律第７７号）第２条第６項に規定する認定こども園  

（３）教諭等 毎年５月１日現在在職し，常勤教諭として幼稚園の就業規則に規定され

ている就業時間を勤務する者及びこれに準ずる者  

（４）個別支援が必要な幼児 本市に住所を有し，心身に障がいを有する幼児  

（５）特別支援教育 個別支援が必要な幼児に対する教育  

（６）健康管理費 幼稚園及び認定こども園が実施する健康診断等の経費  

２ 前項第４号に規定する障がいの程度は，新潟県が実施する特別支援教育に係る補助

事業における障がいの程度に準ずるものとする。  

（補助対象者）  

第３条 補助対象者は，幼稚園及び認定こども園の設置者とする。 

 ただし，申請時点で市税を滞納している者は除く。  

（補助対象経費）  

第４条 補助金の交付対象となる経費は，次に掲げるもののほか，市長が必要と認めるも

のとする。  

（１）幼稚園教諭等が参加する研修に要する経費（ただし，子ども・子育て支援法（平

成２４年法律第６５号）第２７条第１項に規定する，施設型給付費の支給に係る施設

としての確認を受ける幼稚園及び認定こども園を除く。）  

ア 幼稚園関連機関等が実施する研修に要する受講料及び資料代  

イ 研修受講に要する交通費及び宿泊料  

ウ 他の教諭に対する研修内容の周知に要する費用  

エ 第１条の趣旨に基づき，園長が必要と認めた当該年度内に完了する通信教育に

要する費用，並びに通学に要する交通費，及び宿泊料  



（２）幼稚園及び認定こども園における特別支援教育に係る経費  

ア 特別支援教育に携わる教諭の人件費  

イ 個別支援が必要な幼児受け入れのための設備改善に要した経費  

ウ 個別支援が必要な幼児受け入れのために要する備品等の費用  

（３）幼稚園及び認定こども園における健康管理費  

ア 学校保健安全法施行規則（昭和３３年文部省令第１８号）第６条第１項に規定

する検査に要した費用  

イ フッ化物洗口事業の実施に伴う薬剤の購入に係る費用  

（補助金の額）  

第５条 補助金の額は，予算の範囲内で別に定める。  

（交付の条件）  

第６条 この補助金は，次の各号に掲げる事項を条件として交付するものとする。  

（１）事業の内容を変更する場合は，市長の承認を受けること。  

（２）事業を中止し，又は廃止する場合は，市長の承認を受けること。  

（３）事業に係る収支及び支出を明らかにした帳簿を備え，当該帳簿及び証拠書類を事

業年度終了後５年間保存しておくこと。  

（交付申請手続）  

第７条 補助金の交付を受けようとする者は，補助金等交付申請書（様式第１号）に，事

業実施計画内訳書のほか，市長が必要と認める書類を添えて提出するものとする。  

（実績報告）  

第８条 補助金の交付の決定を受けた者は，補助事業が完了したときは，変更交付申請書

及び実績報告書（様式第２号）に，事業実績内訳書のほか，市長が必要と認める書類を

添えて報告しなければならない。  

（その他）  

第９条 この要綱に定めるもののほか，補助金の交付に関し必要な事項は，市長が別に定

める。  

附則  

（施行期日）  

１ この要綱は，平成２３年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２ この要綱による規定は，平成２３年度以降に交付決定する補助金から適用し，平成

２２年度までに交付決定する補助金については，なお従前の例による。  

附則  

（施行期日）  

この要綱は，平成２７年５月２７日から施行し，平成２７年度に交付を決定する補助



金から適用する。  

附則  

（施行期日）  

この要綱は，平成３０年４月１日から施行する。  

附則  

（施行期日）  

  この要綱は，令和３年４月１日から施行し，改正後の第４条は、令和２年４月１日か

ら適用する。  

附則  

（施行期日）  

この要綱は，令和５年４月１日から施行する。 

 



様式第１号  

年  月  日  

 

（宛先）新潟市長  

申請者  

所  在  地  

法  人  名  

代表者名                

園  名  

 

 

年度 新潟市私立幼稚園すこやか補助金交付申請書 
 

 

新潟市私立幼稚園すこやか補助金の交付を受けたいので，次のとおり申請します。  

 

 

記 

 

 

１ 補助事業の名称 新潟市私立幼稚園すこやか補助事業  

２ 補助事業の目的及び内容，交付申請額の算定方法 同補助金交付要綱に記載のとおり 

３ 交付申請額          円  

４ 補助事業の着手（予定）年月日     年  月  日  

５ 補助事業の完了（予定）年月日     年  月  日  

６ 情報の公表内容及び方法 補助金の交付を受けている旨，ホームページ等により公表 

７ 添付書類  

（１）事業実施計画内訳書  

（２）  



様式第２号  

年  月  日  

（宛先）新潟市長  

申請者  

所  在  地  

法  人  名  

代表者名                

園  名  

 

 

年度 新潟市私立幼稚園すこやか補助金に係る 
変更交付申請兼実績報告書 

 
     年  月  日付 新 第   号で新潟市私立幼稚園すこやか補助金の交付

決定のあった事業が完了したので，次のとおり報告します。  

 
記 

 

１ 補助事業の名称 新潟市私立幼稚園すこやか補助事業  

２ 実績報告額          円  

３ 交付済額           円  

４ 精算額            円  

５ 補助事業完了年月日     年  月  日  

６ 情報の公表の状況 補助金の交付を受けている旨，ホームページ等により公表  

７ 添付書類  

（１）事業実績内訳書  

（２）  

８ 補助金を口座振替する金融機関名  

金 融  
機関名  

銀 行            銀行              支店  

預 金  
種 目  普通 ・ 当座  口座  

番号         

口 座  
名 義  

住 所   
カ ナ                      

漢 字   

 


